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相国寺の梵語心経について（本多潤子）

相
国
寺
の
梵
語
心
経
に
つ
い
て

本
多
　
潤
子

は
じ
め
に

京
都
五
山
の
第
二
位
の
禅
刹
、
相
国
寺
に
お
い
て
近
世
ま
で
催
行
さ
れ
て
い
た
仏
教
儀
礼
の
一
つ
に
、
梵
語
心
経
が
あ

る
。
本
稿
で
は
、
相
国
寺
塔
頭
瑞
春
院
に
残
る
梵
語
心
経
の
経
本
を
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
『
居
諸
集
』
や
『
隔
蓂
記
』
な
ど

の
相
国
寺
僧
の
日
記
や
、
寺
院
伝
来
の
諸
記
録
を
繙
き
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
相
国
寺
僧
に
よ
っ
て
梵
語
心
経
が
催
行

さ
れ
た
実
態
を
確
認
す
る
。
特
に
月
次
行
事
と
し
て
の
面
と
、
貴
人
の
追
善
供
養
の
臨
時
行
事
と
し
て
の
催
行
と
い
う
二
つ

の
視
点
か
ら
考
え
る
。
そ
し
て
『
隔
蓂
記
』
前
後
の
記
述
か
ら
、
十
七
世
紀
後
半
を
一
大
画
期
と
し
、
そ
こ
か
ら
、
相
国
寺

に
と
っ
て
の
梵
語
心
経
を
含
む
仏
教
儀
礼
の
位
置
付
け
と
、
時
代
ご
と
の
特
徴
を
考
え
て
い
き
た
い
。

瑞
春
院
所
蔵
『
梵
語
心
経
』
に
つ
い
て

相
国
寺
塔
頭
瑞
春
院
に
伝
来
す
る
梵
語
心
経
経
本
（
図
1
）
は
、
縦
一
二
・
〇
cm
、
横
七
・
三
cm
の
小
型
の
折
本
で
あ
る
。

三
行
五
字
に
経
文
が
墨
書
さ
れ
、
漢
字
一
字
ご
と
に
朱
字
で
読
み
が
カ
タ
カ
ナ
表
記
で
付
さ
れ
、
読
誦
の
た
め
の
記
号
が
添

え
ら
れ
て
い
る
（
本
稿
末
に
翻
刻
を
附
す
）。
表
題
が
墨
書
さ
れ
た
一
行
目
下
部
に
は
「
集
養
」
印
が
押
さ
れ
、
所
持
し
て
い

た
の
は
瑞
春
院
第
十
一
世
耕
隠
集
養
（
一
七
九
六
〜
一
八
六
二
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
最
終
丁
に
は
朱
字
で
「
雲

泉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
相
国
寺
内
で
瑞
春
院
が
属
す
る
一
山
派
の
塔
頭
雲
泉
軒
に
旧
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
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わ
か
る
。
耕
隠
集
養
は
小
畠
文
鼎
に
よ
る
『
萬
年
山
聯
芳
録
』
に
略

伝
が
載
る
⑴
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
よ
り
雲
泉

軒
に
住
し
て
お
り
、
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
の
地
震
で
倒
壊
し

た
雲
泉
軒
の
伽
藍
復
興
に
尽
力
し
た
。
そ
し
て
弘
化
二
年
（
一
八
四

五
）
に
瑞
春
院
第
十
世
玉
芳
集
瑛
が
寂
し
た
の
に
伴
い
、
瑞
春
院
に

移
り
、
瑞
春
院
の
再
興
に
も
尽
力
し
た
。
瑞
春
院
中
興
の
祖
と
も
評

さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
頂
相
も
二
幅
、
瑞
春
院
に
伝
来
し
て
い
る
。

一
幅
は
雲
泉
軒
（
図
2
）、
も
う
一
幅
は
瑞
春
院
（
図
3
）
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
容
貌
、
僧
衣
と
も
同
一
の
図

柄
で
あ
り
雲
泉
軒
頂
相
は
自
讃
、
瑞
春
院
頂
相
は
上
部
に
相
国
寺
百
二
十
三
世
古
桂
恵
顒
に
よ
る
着
讃
が
載
る
。
ま
た
、
瑞

春
院
に
は
梵
語
心
経
の
他
に
も
複
数
の
雲
泉
軒
と
墨
書
、
あ
る
い
は
雲
泉
の
蔵
書
印
が
押
さ
れ
た
耕
隠
所
持
本
が
伝
来
し
て

い
る
⑵
。
な
お
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
瑞
春
院
の
庫
裏
及
び
玄
関
の
落
成
時
の
棟
札
に
は
、「
雲
泉
現
住　

耕
隠
集
養
西

堂
」
と
あ
り
、
耕
隠
は
瑞
春
院
に
居
を
移
し
た
後
も
、
雲
泉
軒
の
住
持
と
名
乗
っ
て
い
る
。
梵
語
心
経
の
経
本
も
ま
た
瑞
春

院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
雲
泉
と

署
名
し
て
お
り
耕
隠
の
帰
属
意
識
が
う
か

が
え
る
。

『
梵
語
心
経
』
本
文
は
、『
大
覚
拾
遺

録
⑶
』
に
所
収
さ
れ
る
「
建
長
開
山
大
覚

禅
師
梵
語
心
経
付
注
心
要
」
大
覚
禅
師

蘭
渓
道
隆
（
一
二
一
三
〜
七
八
）
請
来
の
系

図１　『梵語心経』

図２　耕隠集養頂相
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統
で
あ
る
。『
般
若
心
経
』
と
し
て
一
般

に
流
布
す
る
玄
奘
訳
の
経
文
は
梵
語
の
経

典
を
玄
奘
が
漢
訳
し
、
そ
れ
を
読
み
下
し

に
せ
ず
に
読
誦
し
て
い
る
。
一
方
、『
梵

語
心
経
』
は
『
般
若
心
経
』
の
一
種
で
あ

る
が
、
経
典
を
梵
語
で
読
誦
す
る
際
の
音

を
、
そ
の
ま
ま
漢
字
の
音
に
当
て
た
も
の

で
、
漢
文
と
し
て
意
味
の
と
れ
る
文
字
列
で
は
な
い
。

こ
の
梵
語
心
経
は
、
鎌
倉
建
長
寺
の
蘭
渓
道
隆
塔
所
、
西
来
庵
伝
来
の
永
禄
年
間
（
一
五
五
八
〜
一
五
七
〇
）
の
写
本
が
古

写
本
と
し
て
知
ら
れ
る
⑷
。
現
在
の
建
長
寺
で
厳
修
さ
れ
る
梵
語
心
経
の
経
本
で
あ
る
⑸
。
建
長
寺
に
は
、
他
に
近
世
書
写

の
経
本
も
複
数
伝
来
し
、
皆
縦
長
で
は
な
く
正
方
形
に
近
い
小
型
の
折
本
状
と
な
っ
て
い
る
。
建
長
寺
の
梵
語
心
経
に
つ
い

て
は
、
西
山
美
香
氏
⑹
や
采
澤
良
晃
氏
⑺
の
論
に
詳
し
い
。

相
国
寺
瑞
春
院
伝
来
本
は
、
建
長
寺
本
の
う
ち
天
明
写
本
と
三
行
五
字
と
い
っ
た
形
式
が
一
致
す
る
。
耕
隠
が
手
に
す

る
時
期
と
も
近
く
、
近
世
後
期
の
梵
語
心
経
の
経
本
の
形
状
が
鎌
倉
と
京
都
の
五
山
に
お
い
て
共
通
す
る
点
は
、
両
者
の
交

流
を
考
え
る
際
に
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
瑞
春
院
に
は
、
蘭
渓
道
隆
に
よ
る
羅
漢
講
式
の
経
本
と
版
木
も
伝
来
し
て
お
り
⑻
、

相
国
寺
で
現
在
は
廃
絶
し
た
蘭
渓
道
隆
由
来
の
儀
礼
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。

な
お
、『
梵
語
心
経
』
は
近
世
に
な
る
と
寺
院
内
に
通
行
す
る
読
誦
用
の
経
本
だ
け
で
は
な
く
、
版
本
に
そ
の
本
文
が
載

り
、
一
般
に
流
布
し
た
。
宝
暦
十
四
年
（
一
七
六
四
）
に
刊
行
さ
れ
た
山
城
屋
佐
兵
衛
刊
行
『
異
釈
心
経
並
梵
本
』
⑼
に
は
、

玄
奘
や
鳩
摩
羅
什
訳
の
「
般
若
心
経
」
と
と
も
に
「
梵
語
心
経　

宋
蘭
渓
大
覚
禅
師
将
来
」
も
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

図３　耕隠集養頂相
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う
に
、
般
若
心
経
の
一
種
と
し
て
一
定
の
認
知
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
厳
修
さ
れ
て
い
る
記
録
は
わ
ず
か
で
あ

る
。
現
在
も
、
建
長
寺
の
七
月
十
五
日
の
梶
原
施
餓
鬼
や
七
月
二
十
四
日
の
開
山
忌
に
お
け
る
読
誦
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ

る
。

相
国
寺
に
お
け
る
梵
語
心
経
の
催
行
記
録

『
隔
蓂
記
』
以
前
の
記
録

具
体
的
に
相
国
寺
の
古
記
録
か
ら
、
相
国
寺
で
催
行
さ
れ
た
記
事
を
確
認
し
て
い
く
。
本
稿
で
は
『
隔
蓂
記
』
以
前
と

以
後
で
分
け
る
。『
隔
蓂
記
』
以
前
の
記
録
で
は
、
梵
語
心
経
が
月
並
行
事
と
し
て
確
立
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
、『
隔
蓂

記
』
で
具
体
的
な
内
容
を
確
認
、
そ
し
て
『
隔
蓂
記
』
以
後
に
は
月
並
行
事
で
は
な
く
、
貴
人
の
回
忌
法
要
な
ど
、
臨
時
の

行
事
で
催
行
さ
れ
て
い
く
さ
ま
を
確
認
す
る
。

初
め
に
、
中
世
の
資
料
を
確
認
す
る
と
、『
蔭
凉
軒
日
録
⑽
』
に
相
国
寺
本
山
で
の
催
行
記
事
が
確
認
さ
れ
る
。

延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
六
月
一
日
条
に
は
、

今
晩
於
仏
殿
梵
語
心
経
始
之
。

と
あ
り
、
晩
に
仏
殿
で
催
行
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
の
同
じ
く
六
月
の
条
に
も
、

晩
誦
有
梵
語
心
経
云
々
。

と
い
っ
た
な
ど
記
述
が
確
認
で
き
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
仏
殿
で
晩
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
相
国
寺
の

仏
殿
は
応
仁
の
乱
で
焼
失
し
、
そ
の
後
現
在
に
至
る
ま
で
再
興
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
堂
宇
で
あ
る
。
こ
の
記
事
の
み
で

は
具
体
的
な
儀
礼
の
次
第
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
相
国
寺
で
は
近
世
に
お
い
て
も
晩
に
催
行
す
る
点
は
引
き
継
が
れ
て

い
っ
た
。
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ま
た
、
単
独
の
催
行
で
は
な
く
、
同
日
に
別
の
儀
礼
が
あ
り
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
た
事
例
も
あ
る
。『
鹿
苑
日
録
⑾
』
の

天
文
八
年
（
一
五
三
九
）
六
月
十
七
日
条
で
は
、

常
住
修
懺
過
而
有
梵
語
心
経
云
々
。

と
、
六
月
十
七
日
の
本
山
に
お
け
る
観
音
懺
法
の
後
に
梵
語
心
経
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
中

世
の
記
録
に
お
い
て
は
断
片
的
に
梵
語
心
経
催
行
が
確
認
で
き
る
。

こ
の
後
、
集
中
的
に
梵
語
心
経
の
記
録
が
残
る
の
は
、
寛
永
期
（
一
六
二
四
〜
四
四
）
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
相
国
寺
第

九
十
四
世
住
持
、
昕
叔
顕
晫
（
一
五
八
〇
〜
一
六
五
八
）
の
日
記
『
居
諸
集
⑿
』
の
寛
永
期
の
記
録
を
確
認
す
る
と
、
寛
永
三

年
（
一
六
二
六
）
ま
で
は
梵
語
心
経
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
よ
う
な
記
録
は
見
い
だ
せ
な
い
。
一
方
で
、
寛
永
四
年
五

月
以
降
の
記
録
に
は
突
如
と
し
て
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
寛
永
四
年
一
年
間
の
梵
語
心
経
の
記
録
を
抜
き
出
す
と
、
以
下

と
な
る
。

寛
永
四
年
五
月
廿
八
日　

斎
了
。
於
開
山
塔
梵
語
心
経
行
道
習
一
座
。

六
月
四
日　

晩
於
崇
寿
院
有
梵
語
心
経
之
習
。

十
三
日　

於
崇
寿
院
前
日
州
太
守
秀
岳
禅
定
門
年
忌
半
斎
。
誦
棱
厳
呪
。
供
仏
餉
。
次
有
懺
法
稽
古
。
晩
来
梵
語
心
経

稽
古
在
之
。

十
五
日　

祝
聖
。
開
山
忌
。
棱
厳
印
。
晩
於
法
堂
習
梵
語
心
経
。

十
七
日　

閣
懺
法
。（
中
略
）
晩
炊
以
後
於
法
堂
読
梵
語
心
経
。

七
月
七
日　

及
晩
於
法
堂
読
梵
語
心
経
。

八
月
十
五
日　

晩
於
法
堂
有
梵
語
心
経
。



6

禅文化研究所紀要 第37号（令和6年3月）

十
月
十
五
日　

晩
来
梵
語
心
経
。

十
一
月
十
四
日　

明
日
十
五
日
放
参
時
分
。
梵
語
心
経
冬
夜
勤
行
依
有
之
。
今
日
誦
梵
語
心
経
。

十
二
月
十
五
日　

晩
有
梵
語
心
経
。

こ
の
よ
う
に
、
前
述
の
中
世
の
記
録
で
は
月
次
行
事
と
し
て
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
寛
永
四
年
に
は
毎
月
十
五
日

頃
に
行
う
行
事
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
具
体
的
な
儀
礼
の
次
第
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
第
一
の
特
徴
と
し
て

は
、
全
て
晩
に
催
行
さ
れ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
七
月
十
五
日
は
同
じ
く
晩
に
別
の
仏
教
儀
礼
、
山
門
施
餓
鬼

が
あ
る
こ
と
が
「
晩
来
山
門
施
餓
鬼
」
と
、
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
七
月
に
つ
い
て
は
十
五
日
は
施
餓
鬼
の
み
で

梵
語
心
経
の
日
程
を
七
日
に
前
倒
し
し
て
催
行
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
梵
語
心
経
は
基
本
的
に
は
晩
に
催
行
す
る
儀
礼

で
、
他
の
年
中
行
事
で
優
先
度
が
高
い
儀
礼
が
同
日
同
時
刻
帯
に
あ
れ
ば
、
別
日
に
ず
ら
し
て
催
行
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
、
第
二
の
特
徴
と
し
て
、
施
餓
鬼
と
は
別
の
儀
礼
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
述

の
相
国
寺
瑞
春
院
本
と
共
通
す
る
経
本
を
有
し
、
現
在
も
梵
語
心
経
を
行
っ
て
い
る
鎌
倉
の
建
長
寺
は
、
梶
原
施
餓
鬼
と
し

て
七
月
十
五
日
の
午
前
に
施
餓
鬼
を
修
し
て
そ
の
最
後
に
梵
語
心
経
を
読
誦
し
て
い
る
。
施
餓
鬼
に
遅
れ
て
き
た
梶
原
景
時

の
亡
霊
の
た
め
、
梵
語
心
経
を
読
誦
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
近
世
相
国
寺
は
、
梵
語
心
経
と
施
餓
鬼
と
は
分
け

る
意
識
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
相
国
寺
の
六
月
の
催
行
事
例
を
み
る
と
、
観
音
懺
法
の
際
は
、
十
五
日
の
晩
と

懺
法
当
日
十
七
日
の
晩
と
二
回
催
行
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
他
の
仏
教
行
事
と
重
ね
て
の
勤
行
の
際
も
、
月
次
の
十
五
日
の

梵
語
心
経
読
誦
は
単
独
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
十
五
日
に
催
行
さ
れ
る
山
門
施
餓
鬼
と
は
日
付
を
変
更
し
て
ま

で
明
確
に
区
別
し
て
い
る
点
は
相
国
寺
の
梵
語
心
経
の
特
徴
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
翌
寛
永
五
年
の
催
行
記
録
は
以
下
が
残
る
。
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二
月
十
四
日　

晩
来
於
祖
塔
有
梵
語
心
経
。
蓋
法
堂
者
禁
裡
御
殿
画
師
居
之
故
也
。

三
月
十
五
日　

晩
来
赴
梵
語
心
経
。

五
月
十
五
日　

今
晩
無
梵
語
心
経
。

六
月
一
日　
　

晩
有
梵
語
心
経
。
為
去
月
怠
慢
也
。

六
月
八
日　
　

晩
有
梵
語
心
経
稽
古
。

六
月
十
三
日　

晩
講
習
梵
語
心
経
。

六
月
十
五
日　

晩
有
梵
語
心
経
。

六
月
十
七
日　

斎
了
。
赴
閣
懺
法
。
晩
有
梵
語
心
経
。

七
月
七
日　
　

今
晩
有
梵
語
心
経
。

八
月
十
五
日　

放
参
梵
語
心
経
。

十
月
十
五
日　

晩
来
梵
語
心
経
。

十
一
月
十
五
日　

今
晩
梵
語
心
経
。

こ
の
よ
う
に
、
寛
永
五
年
に
は
、
寛
永
四
年
に
は
確
認
で
き
な
い
二
月
十
四
日
、
三
月
十
五
日
の
条
な
ど
、
五
月
以
前

の
梵
語
心
経
も
記
録
が
残
る
。
う
ち
、
二
月
は
十
五
日
に
涅
槃
会
が
あ
る
た
め
、
十
四
日
に
行
わ
れ
た
と
推
測
で
き
る
。
ま

た
、
寛
永
五
年
は
一
月
と
九
月
の
記
録
は
な
い
が
、
翌
寛
永
六
年
に
は
一
月
十
五
日
に
も
「
晩
来
梵
語
心
経
」、
九
月
十
五

日
に
も
「
晩
梵
語
心
経
。
焼
香
代
住
持
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
一
月
、
九
月
に
も
厳
修
さ
れ
て
い
た
⒀
。
こ
こ
か
ら
、
寛
永

四
年
五
月
以
降
、
年
間
を
通
じ
て
毎
月
十
五
日
（
行
事
が
重
な
る
場
合
は
そ
の
前
後
）
に
梵
語
心
経
が
催
行
さ
れ
る
よ
う
に
整
え

ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
稽
古
や
、
法
堂
が
御
所
造
営
時
の
絵
所
と
し
て
絵
師
達
に
提
供
さ
れ
、
行
事
の
催
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行
が
難
し
い
時
に
は
開
山
堂
で
行
っ
て
お
り
、
仏
殿
の
代
わ
り
と
し
て
法
堂
が
第
一
に
、
そ
し
て
予
備
的
に
開
山
堂
が
催
行

場
所
と
な
っ
て
い
た
。

な
お
、
寛
永
五
年
五
月
十
五
日
条
で
は
、「
今
晩
無
梵
語
心
経
」
と
、
梵
語
心
経
が
催
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
ざ
わ

ざ
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
翌
月
の
六
月
一
日
の
記
事
に
は
、

晩
有
梵
語
心
経
。
為
去
月
怠
慢
也
。

と
あ
り
、
月
を
ま
た
ぎ
、
日
付
を
変
え
て
も
五
月
十
五
日
分
の
梵
語
心
経
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
月
次
行
事
と
な
っ

た
当
初
は
、
梵
語
心
経
は
毎
月
一
度
は
厳
修
さ
れ
る
べ
き
も
の
、
と
い
う
規
範
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の

六
月
は
、
八
日
の
晩
に
も
梵
語
心
経
稽
古
を
行
い
、
十
三
日
の
晩
に
も
講
習
、
そ
し
て
十
五
日
の
晩
に
梵
語
心
経
を
催
行
、

十
七
日
の
閣
懺
法
の
日
に
も
そ
の
晩
に
梵
語
心
経
を
厳
修
し
て
い
る
。
ひ
と
月
の
間
に
五
回
も
行
わ
れ
て
お
り
、
相
国
寺
内

で
の
梵
語
心
経
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
と
も
に
、
こ
の
儀
礼
が
急
速
に
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
整

え
ら
れ
た
形
式
は
、
以
後
の
相
国
寺
の
月
次
行
事
と
し
て
の
催
行
に
踏
襲
さ
れ
て
い
く
。

『
隔
蓂
記
』
の
記
録

寛
永
年
間
に
毎
月
催
行
す
る
仏
教
行
事
と
な
っ
た
梵
語
心
経
は
、
当
初
よ
り
「
梵
語
」
と
省
略
し
て
記
載
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
寛
永
年
間
後
半
の
昕
叔
顕
晫
の
日
記
で
は
、
次
第
に
、「
十
五
日　

勤
行
如
恒
」「
十
五
日　

常
住
・
当
院
行

事
如
恒
」
と
い
っ
た
表
記
が
増
え
、
梵
語
心
経
と
具
体
的
に
儀
礼
名
が
明
記
さ
れ
る
記
事
は
少
な
く
な
っ
て
い
く
。
十
年
ほ

ど
か
け
て
本
山
の
常
の
儀
礼
と
し
て
確
か
に
定
着
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
、
寛
永
十
三
年
以
降
に
つ
い
て

は
、
相
国
寺
の
別
の
僧
侶
の
日
記
も
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
相
国
寺
第
九
十
五
世
鳳
林
承
章
（
一
五
九
三
〜
一
六
六
八
）
の

日
記
『
隔
蓂
記
⒁
』
で
あ
る
。
鳳
林
承
章
は
梵
語
心
経
の
有
無
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
詳
細
に
書
き
と
ど
め
て
お
り
、
当
時
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の
様
子
が
窺
い
知
れ
る
。
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
を
例
に
あ
げ
る
。
毎
月
の
記
録
は
、
昕
叔
顕
晫
の
日
記
と
鳳
林
承
章

の
日
記
に
二
点
に
記
さ
れ
る
が
、
両
者
は
必
ず
し
も
全
て
の
梵
語
心
経
の
催
行
日
程
を
記
録
に
と
ど
め
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
昕
叔
顕
晫
の
日
記
に
お
け
る
、
寛
永
十
五
年
の
梵
語
心
経
催
行
記
録
と
し
て
は
以
下
が
あ
げ
ら
れ
る
。

正
月
十
五
日　

晩
来
梵
語
心
経
。

三
月
十
五
日　

衝
雨
赴
常
住
梵
語
心
経
。

五
月
十
五
日　

晩
来
梵
語
心
経
。

六
月
十
五
日　

晩
来
梵
語
心
経
。

八
月
十
四
日　

晩
来
常
住
有
梵
語
心
経
。

九
月
十
五
日　

晩
来
梵
語
心
経
。
大
衆
甚
少
。

十
月
十
五
日　

晩
来
有
梵
語
心
経
。

十
一
月
十
五
日　

当
院
行
事
了
。
赴
常
住
行
事
。

十
二
月
十
五
日　

天
気
晴
。
当
住
鳳
林
和
尚
所
労
気
。
予
代
而
勤
常
住
行
事
焼
香
。

一
方
、
鳳
林
承
章
の
『
隔
蓂
記
』
に
は
、
以
下
が
あ
げ
ら
れ
る
。

二
月
十
八
日　

今
日
、
梵
語
心
経
有
之
。
予
依
腫
物
、
不
出
頭
。
頼
慈
照
院
。

六
月
十
七
日　

如
例
年
、
於
円
通
閣
、
懺
法
。
予
亦
出
頭
。
非
時
以
後
、
梵
語
心
経
行
導
也
。

七
月
七
日　

終
日
青〔

晴
〕天
白
日
。
居
万
年
。
而
有
梵
語
之
行
事
。
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八
月
十
四
日　

明
晩
有
鎮
守
八
幡
宮
之
諷
経
。
依
然
、
今
晩
有
梵
語
也
。

十
月
十
五
日　

今
日
晴
天
白
日
、（
中
略
）
移
刻
、
而
打
談
、
而
帰
。
則
逢
梵
語
之
行
事
。

十
二
月
十
五
日　

予
依
気
相
悪
、
今
日
祝
聖
之
行
事
・
晩
梵
語
之
焼
香
、
頼
慈
照
和
尚
也
。
其
故
、
予
不
出
京
也
。

鳳
林
承
章
の
日
記
に
は
、
昕
叔
顕
晫
が
記
し
た
正
月
、
三
月
、
九
月
の
該
当
日
に
梵
語
心
経
出
頭
の
記
録
は
な
い
。
九

月
は
昕
叔
顕
晫
が
わ
ざ
わ
ざ
参
加
者
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
書
き
留
め
て
い
る
が
、
鳳
林
承
章
も
不
出
頭
だ
っ
た
う
ち
の
一

人
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
鳳
林
承
章
は
記
録
に
残
し
た
月
の
う
ち
、
二
月
と
十
二
月
は
と
も
に
体
調
不
良
で
出
頭
し
て
い

な
い
。
昕
叔
顕
晫
が
雨
の
日
や
自
坊
の
行
事
が
あ
っ
た
日
な
ど
も
熱
心
に
参
加
し
、
鳳
林
承
章
不
在
時
に
は
焼
香
を
代
行
す

る
な
ど
し
て
い
る
の
に
対
し
て
消
極
的
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
体
調
不
良
が
多
い
が
、
後
年
は
来
客
対
応
の
た
め
、
鹿
苑

寺
に
滞
在
し
て
本
山
に
は
赴
か
ず
、
梵
語
心
経
を
懈
怠
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

な
お
、
二
月
の
涅
槃
会
を
避
け
て
の
催
行
は
、
こ
の
年
は
十
四
日
で
は
な
く
十
八
日
と
な
っ
て
い
る
。
二
月
は
十
四
日

と
決
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
同
日
の
昕
叔
顕
晫
の
日
記
に
は
梵
語
心
経
の
催
行
自
体
が
記

録
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
六
月
は
、「
梵
語
心
経
行
導
也
」
と
、
観
音
懺
法
の
後
の
梵
語
心
経
は
、
出
頭
僧
が
読
誦
し
な
が

ら
練
り
歩
く
行
導
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
七
月
は
施
餓
鬼
、
八
月
は
鎮
守
八
幡
宮
の
諷
経
と
重
な

る
た
め
、
別
日
に
催
行
し
て
い
る
。

『
隔
蓂
記
』
は
寛
永
期
の
み
な
ら
ず
、
鳳
林
承
章
が
遷
化
す
る
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
ま
で
記
録
が
続
く
。
特
に
注
目
す

べ
き
は
、
観
音
懺
法
と
の
関
係
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
年
の
記
事
を
示
す
。

寛
永
二
十
一
年
（
一
六
四
四
）
六
月
十
七
日
条　
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閣
懺
法
如
毎
歳
。
予
令
出
頭
也
。（
中
略
）
今
晩
之
梵
語
心
経
、
是
又
如
毎
年
也
。

正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
六
月
十
七
日
条　

晴
天
、
暑
気
酷
也
。
万
年
之
閣
之
懺
法
、
予
亦
令
出
頭
也
。
自　

仙
洞
、
懺
具
御
寄
進
也
。
今
日
於
閣
上
、
而
飾
之

也
。
晩
梵
語
心
経
令
出
頭
也
。
行
導
也
。

正
保
三
年
（
一
六
四
六
）
六
月
十
七
日
条　

晴
天
。
万
年
閣
懺
法
、
予
令
出
頭
也
。
復
西
堂
（
承
復
）
雖
為
自
帰
、
依
瘧
疾
煩
、
今
日
之
自
帰
者
雲
興
翁
（
梵
崟
）
被

勤
之
也
。
懺
法
衆
二
十
四
員
也
。
晩
梵
語
心
経
、
如
毎
年
、
行
導
也
。
予
出
頭
也
。

こ
の
よ
う
に
、
本
山
の
山
門
の
楼
閣
上
で
観
音
懺
法
を
行
い
、
晩
に
梵
語
心
経
の
た
め
に
再
び
出
頭
し
、
行
導
も
行
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
観
音
懺
法
は
相
国
寺
の
声
明
面
を
代
表
す
る
儀
礼
で
あ
り
、
寛
永
二
十
一
年
と
正
保
二
年
に
は
後
水
尾

院
は
父
、
後
陽
成
天
皇
の
回
忌
法
要
の
た
め
に
仙
洞
御
所
で
相
国
寺
僧
に
よ
る
観
音
懺
法
を
厳
修
し
て
い
る
。
そ
し
て
正
保

二
年
に
は
、
後
水
尾
院
よ
り
拝
領
し
た
法
具
を
相
国
寺
で
行
う
観
音
懺
法
の
荘
厳
に
用
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に

観
音
懺
法
の
重
要
性
が
高
ま
り
、
法
具
も
整
え
ら
れ
、
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
後
水

尾
院
と
の
密
接
な
関
係
は
こ
の
後
も
続
き
、
慶
安
四
年
（
一
六
五
一
）
に
昕
叔
顕
晫
を
師
と
し
、
鳳
林
承
章
を
剃
師
と
し
て

落
飾
し
て
い
る
。
方
丈
、
宝
塔
、
開
山
塔
も
後
水
尾
院
に
よ
っ
て
段
階
的
に
寄
進
さ
れ
て
い
っ
た
。
近
世
前
期
の
相
国
寺
に

と
っ
て
最
大
の
庇
護
者
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
後
水
尾
院
に
重
視
さ
れ
た
観
音
懺
法
は
相
国
寺
僧
も
よ
り
一
層
力
を
い
れ

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
観
音
懺
法
の
比
重
が
高
く
な
る
に
つ
れ
、
晩
に
行
わ
れ
る
梵
語
心
経
に
つ
い
て
は
、
相
国
寺
僧
に
と
っ
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て
は
負
担
と
な
っ
て
い
っ
た
。
正
保
四
年
（
一
六
四
七
）
六
月
十
二
日
か
ら
十
九
日
条
に
か
け
て
、
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
。

六
月
十
二
日
条　

如
毎
年
、
於
函
丈
、
而
有
稽
古
、
予
令
出
頭
也
。（
中
略
）
毎
年
十
七
日
閣
懺
法
之
以
後
、
晩
来
有
梵
語
心
経
。
雖
然
、

懺
法
故
、
大
衆
労
煩
也
。
自
今
年
、
梵
語
可
為
十
八
日
歟
、
如
何
。
予
曰
、
可
然
也
。
雖
然
、
十
八
日
予
難
逃
隙
入
事

有
之
。
然
則
、
当
年
者
十
九
日
可
為
梵
語
執
行
之
由
、
申
合
也
。
以
来
者
十
八
日
也
。
今
年
者
、
予
十
八
日
依
隙
入
、

十
九
日
之
筈
也
。
即
於
維
那
（
慶
彦
）〔
彦
蔵
主
〕、
申
渡
、
寺
中
可
被
触
之
由
、
申
渡
也
。

六
月
十
五
日
条　

祝
聖
・
開
山
諷
経
・
日
中
如
常
、
予
令
焼
香
也
。
今
晩
梵
語
心
経
之
行
事
如
毎
月
、
有
之
、
予
令
焼
香
也
。

六
月
十
七
日
条　

毎
年
梵
語
心
経
今
晩
雖
有
之
、
今
年
者
衆
評
依
談
合
、
而
懺
法
後
各
労
煩
故
、
毎
年
明
日
可
為
十
八
日
之
談
合
也
。
当

年
者
予
明
日
十
八
日
依
隙
入
、
十
九
日
可
為
梵
語
之
筈
也
。
依
然
、
今
晩
之
梵
語
之
行
事
無
之
也
。

六
月
十
九
日
条　

斎
了
、
赴
万
年
也
。
申
刻
梵
語
心
経
之
行
事
、
予
令
焼
香
也
。
毎
年
十
七
日
懺
法
以
後
、
雖
為
梵
語
、
自
当
年
、
可
為

十
八
日
之
衆
評
也
。
昨
日
予
依
隙
入
子
細
、
而
今
年
者
今
日
執
行
也
。
梵
語
行
導
也
。
大
悲
呪
済
、
維
那
（
慶
彦
）
始

梵
語
、
則
住
持
（
承
章
）
引
行
導
也
。
観
音
経
之
散
鈴
之
時
、
如
本
、
列
班
。
住
持
焼
香
、
三
拝
也
。
観
音
経
之
跡
、
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三
返
消
災
呪
有
之
。
三
時
回
向
、
而
了
。

こ
の
よ
う
に
、
六
月
は
十
五
日
と
観
音
懺
法
の
十
七
日
に
行
う
の
で
は
な
く
、
十
五
日
、
そ
し
て
十
七
日
の
負
担
を
避

け
、
十
八
日
も
し
く
は
十
九
日
に
梵
語
心
経
を
行
う
こ
と
が
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
十
九
日
条
に
は
、
相
国
寺
の
梵
語
心
経

は
、
梵
語
心
経
の
み
を
誦
え
る
の
で
は
な
く
、
大
悲
呪
の
の
ち
、
行
導
を
し
な
が
ら
梵
語
心
経
を
誦
え
、
観
音
経
、
焼
香
三

拝
、
消
災
呪
、
回
向
と
い
う
流
れ
で
行
う
儀
礼
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
僧
侶
へ
の
負
担
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
る
。
こ

の
時
の
決
定
で
は
、
六
月
は
十
五
日
と
十
八
日
の
二
回
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
、
後
に
十
五
日
の
み
と
変
わ
る
。
五
年

後
の
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
年
に
は
、

六
月
十
五
日
条　

祝
聖
・
開
山
諷
経
如
常
、
予
令
出
頭
也
。
予
斎
了
、
早
々
令
帰
山
也
。
十
八
日
之
梵
語
心
経
之
行
事
今
晩
有
之
也
。
十

八
日
者
於　

仙
洞
（
後
水
尾
）、
御
懺
法
依
有
之
、
而
梵
語
者
今
日
被
執
行
也
。
予
有
用
所
、
依
帰
山
、
而
不
出
頭
也
。

と
、
十
八
日
に
も
懺
法
と
重
な
っ
た
場
合
、
も
は
や
十
九
日
な
ど
別
日
に
す
る
こ
と
は
な
く
、
十
五
日
の
催
行
を
以
っ
て
遂

行
し
た
こ
と
と
み
な
し
て
い
る
。
次
第
に
催
行
日
が
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

実
際
に
、
頻
繁
に
十
五
日
以
外
の
日
程
に
変
更
に
な
る
こ
と
は
、
出
頭
す
る
僧
侶
側
に
と
っ
て
は
情
報
の
伝
達
が
不
十

分
と
な
る
な
ど
、
問
題
も
起
こ
っ
た
。
八
月
の
鎮
守
諷
経
と
日
を
分
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
正
保
四
年
八
月
十
四
日
条

に
、
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今
晩
、
有
梵
語
心
経
之
行
事
、
毎
月
十
五
日
之
晩
之
梵
語
也
。
明
晩
者
鎮
守
諷
経
依
有
之
、
梵
語
今
晩
也
。
近
年
如
此

也
。

と
あ
り
、
毎
年
の
こ
と
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
感
が
読
み
取
れ
る
が
、
自
分
が
所
属
し
て
い
な
い
塔
頭
の
斎
会
に
と
も
な

う
臨
時
の
日
程
変
更
は
混
乱
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
四
月
に
は
、

四
月
十
三
日
条　

朝
者
雨
天
、
暫
時
晴
天
。
彦
公
（
慶
彦
）
早
晨
以
肩
輿
、
而
被
帰
也
。
今
朝
於
慈
照
院
、
而
有
斎
之
故
也
。
今
晩
梵
語

之
行
事
有
之
由
也
。
雖
然
、
不
触
来
、
予
不
出
頭
也
。

四
月
十
五
日
条　

祝
聖
・
開
山
諷
経
如
常
。
又
大
衆
赴
法
堂
、
維
那
（
宗
全
）
巡
堂
焼
香
、
次
上
方
（
顕
晫
）
巡
堂
也
。
大
衆
列
班
、
立
楞

厳
会
之
図
、
行
導
。
五
段
上
方
焼
香
、
三
拝
。
後
啓
請
之
後
、
上
来
現
前
―
―
各
唱
之
、
而
了
。
今
晩
無
梵
語
之
行

事
。
如
何
、
寺
中
無
触
也
。
去
十
三
日
梵
語
有
之
沙
汰
亦
無
之
。
如
何
々
々
。
自
当
年
、
今
日
者
梵
語
行
事
被
相
止

乎
。
如
何
々
々
。

と
、
昕
叔
顕
晫
が
自
坊
で
あ
る
慈
照
院
の
斎
会
の
た
め
、
十
五
日
か
ら
十
三
日
に
梵
語
心
経
を
変
更
す
る
も
、
鳳
林
承
章
は

知
ら
せ
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
出
頭
で
き
な
か
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
つ
い
に
慶
安
五
年
（
一
六
五
二
）
に
は
、
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二
月
十
四
日
条

斎
了
、（
中
略
）
毎
年
今
晩
雖
有
梵
語
心
経
、
自
今
年
、
今
晩
之
梵
語
之
行
事
、
以
評
談
、
令
懈
怠
也
。
二
月
・
四
月
・

六
月
・
八
月
、
此
四
ケ
月
之
分
梵
語
心
経
之
行
事
、
可
有
懈
怠
也
。

と
、
こ
の
年
よ
り
、
懺
法
が
あ
る
六
月
や
十
五
日
に
別
の
行
事
が
あ
る
二
月
、
四
月
、
八
月
に
は
、
日
程
を
変
更
す
る
の
で

は
な
く
、
梵
語
心
経
自
体
を
行
わ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
毎
月
の
行
事
と
な
っ
て
わ
ず
か
二
十
五
年
に
し
て
、
縮

小
方
向
へ
舵
が
き
ら
れ
た
こ
と
が
、『
隔
蓂
記
』
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

『
隔
蓂
記
』
以
後
の
記
録

『
隔
蓂
記
』
筆
録
が
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
で
終
わ
っ
た
後
、
相
国
寺
の
梵
語
心
経
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
る
。
寛
文
十

二
年
（
一
六
七
二
）
に
相
国
寺
で
は
な
く
、
相
国
寺
僧
が
後
水
尾
院
の
仙
洞
御
所
に
赴
い
て
梵
語
心
経
を
修
し
た
の
で
あ
る
。

後
水
尾
院
の
仙
洞
御
所
で
相
国
寺
僧
が
赴
い
て
催
行
さ
れ
た
様
々
な
仏
教
儀
礼
の
記
録
は
、
相
国
寺
本
山
に
残
る
『
仙
洞
懺

法
記
』
に
寛
永
二
十
一
年
（
一
六
四
四
）
の
観
音
懺
法
か
ら
ま
と
め
て
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
『
仙
洞
懺
法
記
』（
相
国
寺

蔵
）
に
は
、
観
音
懺
法
が
多
い
な
か
、
一
件
、
梵
語
心
経
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
寛
文
十
二
年
二
月
十
一
日
条
に
、　

寛
文
十
二
壬
子
年
仲
春
十
一
日
、
有　

太
上
法
皇
勅
命
就
広
御
殿
看
梵
語
心
経　

僧
衆
十
員
、（
中
略
）
大
衆
布
衣
七

条
、
正
面
掛
世
尊
画
像
、
無
三
具
足
・
供
具
等
、
故
無
焼
香
鈴
五
員
充
二
行
向
画
像
安
座
、
一
番
草
大
悲
呪
、
次
心

経
、
次
楞
厳
呪
。
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と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
僧
侶
十
名
が
七
条
袈
裟
を
ま
と
い
、
釈
迦
如
来
の
画
像
を
本
尊
と
し
、
三
具
足
も
な
く
焼
香

も
な
く
、
五
人
ず
つ
二
列
に
並
び
、
草
大
悲
呪
と
楞
厳
呪
の
間
に
梵
語
心
経
を
唱
え
た
と
い
う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
焼
香

な
し
だ
が
、
相
国
寺
法
堂
で
行
わ
れ
る
月
次
の
梵
語
心
経
で
は
焼
香
が
有
っ
た
こ
と
は
、『
隔
蓂
記
⒂
』
に
明
ら
か
で
あ
り
、

御
殿
用
に
次
第
が
変
更
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
日
は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
二
月
十
一
日
に
薨
去
し
た
、
後
水
尾
院
の
女
御
で
後
光
明
天
皇
の
母
で
あ
る
壬
生
院

の
十
七
回
忌
に
あ
た
る
。
壬
生
院
の
回
忌
法
要
の
日
付
、
主
催
者
、
場
所
、
法
会
を
以
下
に
挙
げ
る
。

一
周
忌

明
暦
三
年
二
月
十
一
日

後
水
尾
上
皇

般
舟
院

三
回
忌

明
暦
四
年
二
月
十
一
日

後
西
天
皇

般
舟
院

十
三
回
忌

寛
文
八
年
二
月
十
、
十
一
日

後
水
尾
上
皇

般
舟
院

後
水
尾
上
皇

泉
涌
寺

舎
利
講

寛
文
八
年
二
月
十
一
日

後
西
天
皇

般
舟
院

後
西
天
皇

泉
涌
寺

十
七
回
忌

寛
文
十
二
年
二
月
十
、
十
一
日

後
水
尾
上
皇

般
舟
院

後
水
尾
上
皇

泉
涌
寺

舎
利
講

寛
文
十
二
年
二
月
十
一
日

後
水
尾
上
皇

仙
洞
御
所 

広
御
殿

梵
語
心
経 

相
国
寺
衆

二
十
五
回
忌

延
宝
八
年
二
月
十
一
日

霊
元
天
皇

泉
涌
寺

法
華
懺
法

三
十
三
回
忌

貞
享
五
年
二
月
十
、
十
一
日

霊
元
天
皇

泉
涌
寺

理
趣
三
昧

法
華
懺
法

五
十
回
忌

宝
永
二
年
二
月
十
、
十
一
日

霊
元
上
皇

泉
涌
寺

理
趣
三
昧
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以
上
の
よ
う
に
、
法
要
は
基
本
的
に
は
泉
涌
寺
と
般
舟
院
で
修
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
十
七
回
忌
の
際
に
も
泉
涌

寺
と
般
舟
院
で
法
要
が
執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
梵
語
心
経
は
後
水
尾
院
の
私
的
な
追
善
供
養
と
い
う
意
味
合

い
も
深
か
っ
た
、
特
別
な
事
例
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
の
聴
聞
者
も
、
後
水
尾
院
の
近
親
者
で
あ
り
、
家
族
葬

的
な
色
彩
が
強
い
。
そ
の
聴
聞
者
の
一
人
、
後
水
尾
院
の
娘
の
无
上
法
院
の
日
記
『
无
上
法
院
殿
御
日
記
⒃
』
に
も
こ
の
出

来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。

寛
文
十
二
年
二
月
十
一
日
戌
子
、
は
る
ゝ
、
法
わ
う
に
て
相
国
寺
衆
に
ぼ
ん
ご
し
ん
き
や
う
よ
ま
さ
せ
ら
れ
、
御
ち
や

う
も
ん
有
、
新
院
も
御
幸
な
り
、
せ
う
か
う
院
宮
、
あ
け
の
宮
の
御
か
た
、
え
ん
せ
う
じ
殿
も
な
る
、
我
身
も
参
、
え

ん
光
院
も
め
さ
る
ゝ
、
午
刻
ほ
ど
に
は
じ
ま
る
、
女
院
の
御
か
た
も
御
ち
や
う
も
ん
に
な
る
、
其
外
女
中
衆
も
残
ら
す

ち
や
う
も
ん
也
、
夕
か
た
御
ぜ
ん
ま
い
り
、
み
な
み
な
御
さ
う
ば
ん
成
、
日
く
れ
て
御
い
と
ま
申
す
、
え
ん
光
院
も
同

道
す
、
新
中
納
言
ど
の
へ
ち
ら
と
た
ち
よ
る

後
水
尾
院
の
院
宣
に
よ
っ
て
仙
洞
御
所
に
お
い
て
勤
修
さ
れ
た
。
後
西
上
皇
や
東
福
門
院
、
照
光
院
宮
、
緋
宮
、
円
照

寺
宮
、
東
福
門
院
他
女
中
衆
が
聴
聞
し
て
い
る
。
壬
生
院
の
回
忌
法
要
で
梵
語
心
経
が
用
い
ら
れ
た
の
は
こ
の
回
の
み
で
あ

り
、
ほ
か
の
後
水
尾
院
周
辺
人
物
の
追
善
の
た
め
に
相
国
寺
僧
が
仙
洞
御
所
に
呼
ば
れ
て
梵
語
心
経
を
読
誦
し
た
形
跡
は
現

在
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い
。
な
お
、
同
じ
く
相
国
寺
僧
が
呼
ば
れ
、
観
音
懺
法
が
後
水
尾
院
の
仙
洞
御
所
で
修
さ
れ
た
時

は
、
後
陽
成
天
皇
や
後
光
明
天
皇
な
ど
、
男
性
の
近
親
者
の
追
善
の
た
め
で
あ
っ
た
。
梵
語
心
経
は
、
後
水
尾
院
に
と
っ

て
、
あ
る
い
は
女
性
の
近
親
者
へ
の
追
善
の
た
め
の
儀
礼
の
候
補
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

梵
語
心
経
は
後
水
尾
院
か
ら
ふ
た
た
び
声
が
か
か
る
こ
と
は
な
く
、
相
国
寺
を
代
表
す
る
よ
う
な
儀
礼
に
は
な
ら
な
か
っ
た
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の
で
あ
る
。

一
方
で
貴
人
の
葬
送
儀
礼
に
お
い
て
特
殊
な
位
置
付
け
で
梵
語
心
経
が
修
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
慈
照
院
を
菩
提
所

と
す
る
桂
宮
家
の
法
要
で
催
行
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
四
月
十
九
日
か
ら
二
十
三
日

ま
で
厳
修
さ
れ
た
霊
元
天
皇
第
十
皇
子
で
桂
宮
家
第
六
代
、
作
宮
（
浄
功
徳
院
／
一
六
八
九
〜
九
二
）
の
仏
事
と
、
万
延
元
年

（
一
八
六
〇
）
八
月
十
九
日
に
厳
修
さ
れ
た
仁
孝
天
皇
第
六
皇
子
で
桂
宮
第
十
一
代
節
仁
親
王
（
如
意
宝
院
／
一
八
三
三
〜
三
六
）

の
二
十
五
回
忌
で
あ
る
。
と
も
に
先
代
の
宮
に
子
が
な
く
、
時
の
天
皇
の
皇
子
を
次
代
に
仰
ぐ
も
、
四
歳
に
し
て
早
逝
し
た

宮
の
追
善
仏
事
で
あ
る
。

『
紀
綱
寮
日
渉
記
』（
相
国
寺
蔵
）
元
禄
六
年
四
月
十
九
日
条

従
今
日
、
浄
功
徳
院
愈
砿
一
周
忌
法
事
始
ル
、
八
時
就
梅
岑
梵
語
心
経
、
了
、
次
大
悲
呪
始
、
次
梵
語
心
経
了
、
直
回

向
唱
。

『
役
者
寮
日
記
』（
相
国
寺
蔵
）
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
三
月
四
日
条

於
方
丈
如
意
宝
院
宮
二
十
五
回
忌
、
巳
ノ
刻
梵
語
心
経
・
観
音
経
。

こ
の
よ
う
に
、
追
善
供
養
の
な
か
で
も
短
い
人
生
で
あ
っ
た
宮
た
ち
へ
の
追
善
供
養
に
梵
語
心
経
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と

は
、
興
味
深
い
事
例
で
あ
ろ
う
。

貴
人
の
仏
事
に
お
い
て
も
特
殊
な
位
置
付
け
に
あ
っ
た
梵
語
心
経
は
、
十
八
世
紀
に
入
る
と
、
年
中
行
事
と
し
て
の
記

録
が
大
幅
に
減
少
す
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
三
月
に
作
成
さ
れ
た
相
国
寺
の
年
中
行
事
を
記
し
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た
『
年
間
諸
行
事
略
記
』（
相
国
寺
蔵
）
に
は
、
梵
語
心
経
は
ど
の
月
に
も
登
場
し
な
い
⒄
。
月
次
行
事
と
し
て
は
も
は
や
存

続
し
て
い
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
わ
ず
か
に
梵
語
心
経
が
催
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記

録
が
あ
る
。
相
国
寺
百
十
六
世
住
持
古
道
元
式
が
住
持
交
代
を
前
に
し
て
行
っ
た
口
達
で
あ
る
。

『
住
持
寮
日
記
』（
相
国
寺
蔵
）
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
八
月
十
五
日
条

口
達

梵
語
・
布
薩
不
出
頭
之
方
多
分
ニ
候
、
別
而
今
日
無
人
、
従
来
如
何
之
事
ニ
存
候
（
中
略
）
已
後
右
行
事
不
出
頭
之
分

ハ
罰
米
二
升
宛
常
住
ヘ
即
納
可
在
之
候
。

こ
こ
で
は
、
梵
語
心
経
と
布
薩
に
出
頭
し
な
い
僧
が
多
い
件
を
山
中
に
口
達
、
罰
米
二
升
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
古
道
の

願
い
も
虚
し
く
、
梵
語
心
経
は
廃
れ
て
い
き
、
現
在
は
廃
絶
し
た
儀
礼
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
幕
末
の
如
意
宝
院
宮
二
十
五
回
忌
と
同
じ
年
に
別
の
臨
時
行
事
に
梵
語
心
経
が
修
さ
れ
た
記
録
を
確
認
す
る
。

本
山
宝
塔
再
建
時
の
落
慶
供
養
の
記
録
で
あ
る
。　

『
役
者
寮
日
記
』（
相
国
寺
蔵
）
万
延
元
年
八
月
十
九
日
条

宝
塔
供
養
、
梵
語
・
大
悲
、
金
剛
寿
院
安
牌
諷
経
、
真
之
大
悲
呪
、
半
斎
、
楞
厳
行
導
音
楽
入
。

こ
の
宝
塔
は
、
も
と
後
水
尾
院
の
再
建
し
た
宝
塔
が
天
明
の
大
火
で
焼
失
し
、
そ
れ
を
相
国
寺
第
百
二
十
世
盈
冲
周
整
が
私

財
を
投
じ
て
再
建
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
後
水
尾
院
の
宝
塔
の
本
尊
、
大
日
如
来
像
が
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
、

後
水
尾
院
の
息
子
で
桂
宮
第
三
代
の
穏
仁
親
王
（
金
剛
寿
院
／
一
六
四
三
〜
六
五
）
の
位
牌
も
安
置
さ
れ
て
い
る
。
後
水
尾
院
が
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宝
塔
を
建
立
し
た
当
時
は
、
突
然
に
崩
御
し
た
後
水
尾
院
の
息
子
、
後
光
明
天
皇
の
追
善
の
た
め
故
人
の
髪
が
奉
納
さ
れ

た
。
金
剛
寿
院
穏
仁
親
王
の
追
善
時
に
は
、
宝
塔
で
は
な
く
相
国
寺
開
山
塔
を
建
立
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
来
で
あ
れ

ば
宝
塔
再
建
時
に
は
後
光
明
天
皇
の
位
牌
を
安
置
す
る
方
が
建
立
時
の
後
水
尾
院
の
意
図
に
沿
う
も
の
で
あ
る
が
、
再
建
し

た
盈
冲
周
整
が
桂
宮
家
の
菩
提
所
慈
照
院
を
自
坊
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
金
剛
寿
院
の
位
牌
を
安
置
し
諷
経
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
臨
時
の
行
事
に
お
い
て
も
、
親
の
天
皇
よ
り
も
早
逝
し
た
桂
宮
へ
の
祈
り
と
梵
語
心
経
が
共
に
催
行
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
以
上
の
よ
う
に
近
世
後
半
に
は
月
次
行
事
と
し
て
は
衰
退
し
て
い
っ
た
が
、
臨
時
の
行
事
で
は
梵

語
心
経
が
用
い
ら
れ
た
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め

鎌
倉
建
長
寺
開
山
蘭
渓
道
隆
請
来
の
梵
語
心
経
は
、
建
長
寺
に
お
い
て
現
在
に
至
る
ま
で
厳
修
さ
れ
て
き
た
重
要
な
儀

礼
で
あ
る
。
一
方
、
相
国
寺
で
は
現
在
は
厳
修
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
塔
頭
瑞
春
院
に
近
世
期
の
経
本
の
存
在
が
確
認
で

き
る
。
さ
ら
に
、『
蔭
凉
軒
日
録
』、『
鹿
苑
日
録
』
に
、
中
世
相
国
寺
に
お
い
て
晩
に
仏
殿
で
修
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
断
片

的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
近
世
、
寛
永
四
年
頃
よ
り
毎
月
十
五
日
の
晩
に
法
堂
で
催
行
す
る
月
次
行
事
と
な
っ
て
い
っ

た
こ
と
が
昕
叔
顕
晫
の
日
記
『
居
諸
集
』
に
よ
り
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
中
世
に
は
仏
殿
で
修
さ
れ
た
が
、
仏
殿
は
応
仁

の
乱
で
焼
失
後
、
現
在
に
至
る
ま
で
再
建
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
近
世
に
は
法
堂
で
修
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
毎
月
十
五
日
の
晩
に
修
さ
れ
る
が
、
涅
槃
会
や
施
餓
鬼
な
ど
他
の
行
事
と
の
兼
ね
合
い
で
日
程

が
ず
れ
る
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。
ま
た
、
六
月
は
十
五
日
に
加
え
て
、
十
七
日
の
観
音
懺
法
の
後
に
も
修
さ
れ
た
。
こ
の
懺

法
と
の
組
み
合
わ
せ
は
既
に
天
文
年
間
に
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
相
国
寺
で
は
他
の
年
中
儀
礼
と
併
せ
て
催
行
さ
れ
る
場
合

は
、
施
餓
鬼
で
は
な
く
、
観
音
懺
法
と
取
り
合
わ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
昕
叔
顕
晫
の
次
の
相
国
寺
住
持
、
鳳
林
承
章
の
日
記
『
隔
蓂
記
』
に
よ
る
と
、
は
や
く
も
毎
月
の
催
行
は
見

直
し
が
な
さ
れ
、
二
月
・
四
月
・
六
月
・
八
月
な
ど
、
他
の
大
き
な
仏
教
行
事
が
年
中
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
る
月
に
は

行
わ
な
い
こ
と
も
検
討
さ
れ
た
。
そ
し
て
寛
文
十
二
年
に
は
相
国
寺
僧
が
後
水
尾
院
の
仙
洞
御
所
で
壬
生
院
の
回
忌
法
要
の

た
め
に
梵
語
心
経
を
修
し
た
。
後
水
尾
院
は
後
陽
成
天
皇
や
後
光
明
天
皇
の
回
忌
法
要
に
相
国
寺
僧
に
よ
る
観
音
懺
法
を
仙

洞
御
所
で
修
す
な
ど
、
相
国
寺
の
儀
礼
へ
の
深
い
理
解
が
あ
っ
た
。
壬
生
院
の
法
要
に
梵
語
心
経
が
修
さ
れ
た
の
は
一
回
の

み
で
あ
る
が
、
後
水
尾
院
が
梵
語
心
経
に
も
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
後
、
梵
語
心
経
は
塔
頭
慈
照

院
を
菩
提
所
と
す
る
桂
宮
家
の
早
逝
し
た
如
意
宝
院
宮
の
回
忌
法
要
な
ど
、
一
部
の
貴
人
の
追
善
の
た
め
に
修
さ
れ
る
臨
時

の
儀
礼
と
し
て
記
録
に
登
場
す
る
。
ま
た
、
後
水
尾
院
の
建
立
し
た
宝
塔
が
焼
失
し
、
幕
末
に
再
建
さ
れ
た
時
に
も
落
慶
供

養
に
修
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
相
国
寺
に
お
い
て
は
、
蘭
渓
道
隆
将
来
の
儀
礼
と
い
う
意
味
合
い
だ
け
で
は
な
く
、

近
世
前
期
後
水
尾
院
期
に
盛
ん
に
修
さ
れ
た
儀
礼
と
し
て
の
位
置
付
け
も
あ
り
、
桂
宮
家
に
か
か
わ
る
臨
時
行
事
と
し
て

残
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
は
修
さ
れ
て
い
な
い
が
、
復
興
が
ま
た
れ
る
重
要
な
儀
礼
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

【
注
】

⑴
相
国
寺
史
料
編
纂
委
員
会
『
萬
年
山
聯
芳
録
』
思
文
閣
出
版　

一
九
九
七
年

⑵
『
小
雲
棲
手
簡
』
瑞
春
院
蔵　

他

⑶
『
大
日
本
仏
教
全
書
』
四
十
八　

禅
宗
部　

仏
書
刊
行
会　

所
収

⑷
高
木
宗
監
『
建
長
寺
史　

開
山
大
覚
禅
師
伝
』
建
長
寺　

一
九
八
九
年　

掲
載

⑸
白
川
宗
源
氏
の
ご
教
示
に
よ
る

⑹
西
山
美
香
「
五
山
禅
林
の
施
餓
鬼
会
に
つ
い
て
―
水
陸
会
か
ら
の
影
響
―
」『
駒
澤
大
學
禪
研
究
所
年
報 

』
17　

二
〇
〇
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六
年

⑺
采
澤
良
晃
「
鎌
倉
建
長
寺
に
伝
わ
る
三
門
梶
原
施
餓
鬼
会
」『
浅
草
寺
佛
教
文
化
講
座
』
67  

二
〇
二
三
年

⑻
拙
稿
『
禅
寺
の
学
問
―
相
国
寺
の
歴
史
と
寺
宝
Ⅱ
』
相
国
寺
承
天
閣
美
術
館　

二
〇
二
一
年

⑼A
RC

古
典
籍
ポ
ー
タ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス　

等

⑽
『
蔭
凉
軒
日
録
』
臨
川
書
店　

一
九
七
八
年　

翻
刻
所
収

⑾
『
鹿
苑
日
録
』
五
、
六　

大
洋
社　

一
九
三
六
、
三
七
年　

翻
刻
所
収

⑿
注
11
参
照　
『
鹿
苑
日
録
』
六
十
四

⒀
寛
永
六
年
の
催
行
一
覧

　

•

正
月
十
五
日　

晩
来
梵
語
心
経

　

•

二
月
十
五
日　

晩
来
梵
語
心
経

　

•

三
月
十
五
日　

晩
来
梵
語
心
経

　

•

四
月
十
五
日
な
し
十
九
日
桂
光
院
葬
儀

　

•

五
月
十
五
日　

晩
来
梵
語
心
経

　

•

六
月
十
五
日　

晩
来
梵
語

　

•

六
月
十
七
日　

晩
来
梵
語

　

•

八
月
十
五
日　

不
赴
梵
語
心
経

　

•

九
月
十
五
日　

晩
梵
語
心
経

　

•

十
月
十
五
日　

晩
来
梵
語
心
経

　

•

十
一
月
十
四
日　

講
習
梵
語
心
経
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•

十
一
月
十
五
日　

晩
来
有
梵
語
心
経

⒁
『
隔
蓂
記
』
鹿
苑
寺　

一
九
五
八
年　

翻
刻
所
収

⒂
『
隔
蓂
記
』
万
治
二
年
九
月
十
五
日
「
梵
語
心
経
如
常
予
令
焼
香
也
」
等

⒃
『
无
上
法
院
殿
御
日
記
』
史
料
編
纂
所
本

⒄
藤
田
和
敏
氏
の
ご
教
示
に
よ
る

［
謝
辞
］
大
本
山
建
長
寺
、
相
国
寺
塔
頭
瑞
春
院

附
翻
刻　

瑞
春
院
蔵

「
梵
語
心
経　
（
印　

集
養
）

八ハ

羅ラ

娘ヤ
ウ

波ホ

囉ロ

彌ミ

陀ト

逆キ

哩リ

䭾ト

」

耶ヤ

素ス

怛ト

囉ロ

阿ヲ

列レ

婆ホ

嚕ル

枳シ

帝チ
イ

室シ

縛ホ

羅ラ

母メ

帝チ
イ

」

薩サ

埵ト

崩ヘ
ン

厳チ
ン

毘ビ

覧ラ
ン

八ハ

囉ラ

娘ヤ
ウ

波ホ

囉ロ

弭ミ

哆ト

左ソ

㷔エ
ン

」

左ソ

耶ヤ

頗ホ

嚕ル

也ヤ

轉ホ

嚕ル

迦ギ
ヤ

野ヤ

地チ

婆サ

麼モ

畔ハ
ン

左ソ

思
」

建ケ
ン

䭾ト

婆サ

怛ト

寫シ
ヤ

娑サ

婆ホ

婆ホ

嚩ホ

戌シ
ユ

涅チ

縛ホ

室シ

底チ

娑サ

」

麼モ

伊イ

賀コ

舎シ
ヤ

哩リ

補フ
ン

怛ト

囉ロ

嚕ル

畔ハ
ン

戌シ
ユ

涅チ

戌シ
ユ

涅チ

多ト

」
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縛ホ

嚕ル

縛ホ

嚕ル

畔ハ
ン

ノ

比ビ

嚢ナ
ン

戌シ
ユ

涅チ

哆ト

戌シ
ユ

涅チ

多ト

夜ヤ

」

嚢ノ
ウ

比ビ

嚢ナ
ン

迦ギ
ヤ

嚕ル

畔ハ
ン

夜ヤ

嚕ル

也ヤ

嚕ル

畔ハ
ン

娑サ

戌シ
ユ

涅チ

哆ト

」

也ヤ

庶ソ

涅チ

多ト

娑サ

嚕ル

畔ハ
ン

伊イ

縛ホ

彌ミ

縛ホ

吠ヘ
ン

怛タ
ン

多ト

三サ
ン

」

迦ギ
ヤ

南ナ
ン

散サ
ン

娑サ

三サ
ン

伽ギ
ヤ

喃ナ
ン

尾ビ

迦ギ
ヤ

南ナ
ン

伊イ

賀コ

舍シ
ヤ

哩リ

補フ
ン

」

怛ト

囉ロ

薩サ

囉ラ

轉ホ

達タ

磨モ

戌シ
ユ

涅チ

多ト

洛ラ

叉シ
ヤ

拏ノ

阿ヲ

耨ヌ

」

多ト

播ハ
ン

左ソ

阿ヲ

里リ

也ヤ

嚕ル

䭾ト

阿ヲ

麼モ

攞ラ

阿ヲ

尾ビ

也ヤ

嚕ル

」

攞ラ

阿ヲ

怒ヌ

拏ノ

阿ヲ

播ハ
ン

哩リ

布フ

攞ラ

怛タ
ン

多ト

娑サ

摩モ

舎シ
ヤ

哩リ

」

布フ
ン

怛ト

囉ロ

庶ソ

涅チ

哆ト

耶ヤ

戌シ
ユ

涅チ

多ト

薩サ

嚕ル

畔ハ
ン

曩ノ

吠ヘ
ン

」

怛タ
ン

多ト

散サ
ン

伽ギ
ヤ

南チ
ン

三サ
ン

散サ
ン

娑サ

迦ギ
ヤ

喃ナ
ン

尾ビ

誐ギ
ヤ

南ナ
ン

嚢ノ

斫シ
ヤ

」

蒭ス

助ズ

嚕ル

囉ラ

迦ギ
ヤ

囉ラ

拏ノ

即シ

賀コ

縛ホ

迦ギ
ヤ

野ヤ

頗ホ

那ノ

悉シ

」

娑サ

嚕ル

畔ハ
ン

攝セ

那ノ

彦ケ
ン

䭾ト

囉ラ

娑サ
ラ

娑サ

播ハ

囉ラ

瑟ス

吒サ

尾ビ

」

演エ
ン

達タ

摩モ

曩ノ

斫シ
ヤ

蒭ス

䭾ト

都ツ

也ヤ

縛ホ

那ノ

麼モ

怒ヌ

尾ビ

迦ギ
ヤ

」

南ナ
ン

䭾ト

都ツ

那ノ

尾ビ

喃ナ
ン

那ノ

尾ビ

南ナ
ン

那ノ
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尾ビ

南ナ
ン

吒シ
ヤ

撩イ
ラ

那ノ

」

尾ビ

南ナ
ン

叉シ
ヤ

欲イ
ウ

夜ヤ

縛ホ

那ノ

槎ソ

囉ラ

麼モ

囉ラ

喃ナ
ン

那ノ

左ソ

羅ラ

」

麼モ

囉ラ

拏ノ

叉シ
ヤ

喩イ
ウ

那ノ

褥ヌ

佉ギ
ヤ

娑サ

畝ホ

那ノ

野ヤ

寧ニ
ン

嚕ル

䭾ト

」

縛ホ

室シ

哩リ

誐ヤ
ウ

婆ビ

演エ
ン

鉢ハ

囉ラ

誐ヤ
ウ

婆ホ

囉ロ

弭ミ

多ト

縛ホ

室シ

」

里リ

誐ヤ
ウ

尾ビ

賀コ

囉ラ

野ヤ

枳シ

陀ト

婆ホ

囉ラ

誐ヤ
ウ

枳シ

陀ト

婆ホ

囉ラ

」

誐ヤ
ウ

那ノ

悉シ

帝チ

達タ

麼モ

那ノ

鉢ハ

囉ラ

尾ビ

地チ

那ノ

備ビ

娑サ

曼モ
ン

」

也ヤ

䭾ト

三サ
ン

曼モ

曩ノ

鉢ハ

囉ラ

尾ビ

帝チ

婆サ

䭾ト

冐ホ

地チ

三サ

埵ト

」

南ナ
ン

鉢ハ

囉ラ

誐ヤ
ウ

婆ホ

囉ロ

弭ミ

哆ト

縛ホ

室シ

哩ソ

耶ヤ

奴ヌ

答タ

覧ラ
ン

」

三サ
ン

藐ミ
ヤ

三サ
ン

牟モ

備ビ

牟モ

備ビ

娑サ

曼モ
ン

䭾ト

縛ホ

室シ

里リ
ヤ
ウ

誐ヤ
ウ

尾ビ

」

演エ
ン

鉢ハ

囉ラ

誐ヤ
ウ

婆ホ

囉ロ

彌ミ

陀ト

摩モ

訶コ

曼モ
ン

怛ト

羅ロ

摩モ

訶コ

」

尾ビ

欲イ
ウ

曼モ
ン

怛ト

羅ロ

阿ヲ

褥ヌ

多ト

羅ラ

曼モ
ン

怛ト

囉ロ

阿ヲ

娑サ

婆ホ

」

三サ
ン

備ビ

曼モ
ン

怛ト

囉ロ

娑サ
ラ

婆ホ

奴ヌ

迦ギ
ヤ

鉢ハ

囉ラ

舎シ
ヤ

婆ホ

那ノ

娑サ

」

帝チ

冐ホ

帝チ

地チ

演エ
ン

達タ

磨モ

鉢ハ

囉ラ

誐ヤ
ウ

婆ホ

囉ロ

弭ミ

多ト

目モ

」

託ケ
ン

妬ト

満モ
ン

怛ト

囉ロ
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怛ト

姪シ

哆ト

虐ギ
ヤ

帝チ

虐ギ
ヤ

諦チ

播ハ

羅ラ

虐ギ
ヤ

」

諦チ

播ハ

羅ラ

僧ス
ン

虐ギ
ヤ

諦チ

菩ボ

提ヂ
ヤ

娑ソ

婆モ

訶コ

」
雲
泉
」


